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【連鎖倒産回避】
金融円滑化法も終了し、４月以降の倒産件数

が増加に転じるのではないかとの懸念が囁かれ
ています。現に、信用不安情報が多々聞こえてき
ます。取引先の信用不安は、非常に悩ましい問題
です。特に販売シェアの高い取引先が倒産した
場合、下請先は連鎖倒産を目の当たりにします。
これから紹介するＡ社は、３年ほど前、シェア
40％の取引先（Ｂ社）が破綻し、直後に私どもに
相談にいらっしゃいました。
Ａ社の社長さん曰く、Ｂ社の業績悪化は前々

から心配していましたが、売上の40％を占める
先です。取引縮小することも困難であり、止む無
く取引を継続してきたそうです。それが突然の
破綻であり、連鎖倒産も頭をよぎったはずです。

課題は二つです。今後の売上の問題と、Ｂ社手
形の割引買戻資金の問題です。喫緊の課題は売
上の確保であるため、Ｂ社へ販売していた製品
の商流を確認しました。その製品、Ｂ社を通して
Ｃ社へ納入されています。Ｃ社にとっても、Ｂ社
の破綻は影響があるはずであり、早速、社長さん
と共にＣ社との交渉に臨みました。思いの外、交
渉は順調に進み、当面は旧知の商社を通して売
上を確保することが出来たのです。将来的には
直取引への移行も検討いただけるようで、利益
率も改善出来るというメリット付きです。
こうなると社長さんもすっかり元気を取り戻

し、メインバンクへの交渉にも力が入ります。と

ころがメインバンクは、不渡手形の一括買戻を
譲りません。一括弁済すれば、運転資金として同
額融資も検討できるとの言葉もありましたが、
そもそも取引先の倒産で資金繰りはカツカツで
す。月商の２カ月分の資金余力などありません
ので、分割弁済しか策はないのです。他行も主要
販売先が破綻したＡ社へ資金付け出来るはずが
ありません。幾度もの交渉の結果、３年間の分割
弁済を許容するまでは漕ぎ着けましたが、その
資金が完済されるまでは、一切の新規与信には
応じられないという杓子定規的な条件付きの結
論でした。
これ以上交渉しても仕方ありませんので、次

の策に方針転換です。今後３年間に渡り返済一
方では資金繰りが持ちませんので、返済条件を
見直すべく、取引金融機関全行を集めました。議
題は「主要取引先の倒産とその対応策」です。今
までの経緯を説明し、全行にリスケジュールを
依頼しました。その間に、不渡り手形の買戻し資
金を完済（優先弁済）する計画です。毎月の手形
割引については、新規に金融機関を紹介し、内諾
を得ています。
それから３年、約束通り不渡手形買戻資金を

完済しました。今度は、メインバンクから返済再
開の依頼が来ていますので、資金繰り優先での
返済条件を検討しましょう。
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